
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
―
十
七
世
紀
の
木
簡
を
め
ぐ

っ
て

本
報
告
は
主
に
七
世
紀
の
木
簡
を
取
り
上
げ
、
わ
が
国
に
お
け
る
律
令
制
の

成
立
と
木
簡
の
使
用
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
七
世

紀
の
木
簡
の
出
土
も
漸
次
増
加
し
て
お
り
、
八
世
紀
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も

多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
た
だ
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
等
と
比

し
て
、
当
該
時
期
の
木
簡
は
ま
だ
数
が
少
な
い
う
え
、
当
時
の

「官
行
」
に
お

け
る
事
務
処
理
の
実
態
も
十
分
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
課

題
へ
の
接
近
も
な
か
な
か
困
難
で
あ
り
、
見
通
し
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
点

が
多
々
あ
る
こ
と
を
、
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
く
。

一　

文
書
主
義

の
成
立
と
木
簡

の
位
置
づ
け

大
宝
令
制
下
で
は
行
政
事
務
は
、
大
量
か
つ
多
様
な
文
書
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
文
書
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
中

舘

野

禾ロ

己

で
木
簡
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。　
一
方
七
世
紀

に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
八
世
紀
以
降
の
よ
う
に
大
量
の
紙
の
文
書
が
作
成
さ

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
い

く
つ
か
の
史
料
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
天
智
天
皇
九
年

全
ハ
七
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
庚
午
年
籍
に

つ
い
て
、
「筑
紫
諸
国
庚
午
籍
七
百
七
十
各
、
以
官
印
々
之
」
奪
続
日
本
紀
』
神

亀
四
年
七
月
下
酉
条
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
同
年
籍
に
は
官
印

を
押
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ

「巻
」
で
数
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然

そ
れ
は
紙
で
で
き
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た

『同
』
天
平
神
護
二
年
正
月

甲
子
条
に
は
、
藤
原
鎌
足
と
不
比
等
へ
の

「志
乃
比
己
止
乃
書
」
（＝
誅
）
の
こ

と
が
見
え
る
が
、
鎌
足
は
天
智
天
皇
八
年
十
月
に
没
し
て
い
る
。
そ
の
誅
は
か

な
り
の
長
文
で
あ
ろ
う
か
ら
、
木
簡
で
は
な
く
紙
に
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
ま
た

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
七
年

全
ハ
七
八
）
十
月
己
酉
条
の

「凡
内
外
文
武
官
、
毎
年
、
史
以
上
、
其
属
官
人
等
、
公
平
而
格
懃
者
、
議
其

優
劣
、
則
定
応
進
階
、
正
月
上
旬
以
前
、
具
記
送
法
官

（後
略
こ

と
い
う
詔

に
見
え
る
事
務
手
続
き
で
、
法
官
に
送
ら
れ
る
べ
き

「応
進
階
」
を
定
め
た
書

は

じ

め

に
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は
、
平
城
宮
跡
で
考
課

。
選
叙
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
木
簡
で
あ
る

と
い
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
官
司
ご
と
に
属
官
全
員
に
つ
い

て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
な
り
の
分
量
に
な
り
、
や
は
り
紙
を
用
い

た
も
の
と
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
断
片
的
な
が
ら
、
七
世
紀
に
お
い
て
も
紙
の
文
書
の
存
在
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
き
、
七
世
紀
木
簡
を
め
ぐ
る

研
究
課
題
と
し
て
は
、
木
簡
に
書
く
こ
と
は
、
い
つ
、
ど
う
始
ま
っ
た
の
か
、

ま
た
律
令
制
的
文
書
主
義
が
始
ま
る
中
で
、
木
簡
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
た
の
か
、
そ
れ
は
文
書
木
簡
と
付
札

・
荷
札
と
で
ど
う
異
な
る
の
か
、
さ
ら

に
木
簡
と
紙
の
文
書
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
の

諸
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
岸
俊
男
氏
が
、
紙
の
文
書
も

木
簡
も
同
じ
よ
う
に
、
年
紀
の
記
載
位
置
が
大
宝
令
で
冒
頭
か
ら
末
尾
に
移
り
、

そ
れ
は
公
式
文
書
の
書
式
変
化
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「木
簡
は
紙
の
文
書
に
劣
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
同
等
の
評
価
を
受
け
て

（１
）

い
た
」
と
指
摘
し
、
ま
た
木
簡
の
使
用
開
始
時
期
に
つ
い
て
も
、
中
国
か
ら
朝

鮮
へ
の
木
簡
使
用
の
伝
来
は
五
世
紀
末
以
前
で
あ
り
、
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
の
伝

来
も
五
世
紀
代
に
遡
る
可
能
性
が
な
く
も
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
紡
．

い
ず
れ
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
荷
札
木
簡
の
記
載
は
賦
役
令
に
基
づ
く

と
い
う
調

・
庸
布
の
墨
書
銘
に
比
べ
、
概
し
て
簡
略
な
も
の
が
多
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
、
そ
の
点
は
文
書
木
簡
の
場
合
も
紙
に
比
し
て
書
か
れ
た
内
容
は
短

く
、
は
た
し
て
木
簡
が
紙
の
文
書
と
同
等
の
評
価
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か
は

検
討
の
余
地
も
あ
ろ
う
。

ま
た
木
簡
の
始
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
五
世
紀
か
ら
使
用
さ
れ
て
い

た
と
い
う
想
定
を
遺
物
で
証
明
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

大
阪
市
桑
津
遺
跡
出
土
木
師
ゲ
よ
う
に
呪
符
が
七
世
紀
前
半
か
ら
存
在
し
て
い

る
こ
と
は
、
文
書
木
簡
の
始
用
時
期
の
観
点
か
ら
見
て
も
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
呪
符
は
、
そ
の
祈
願
内
容
を
神
に
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
で
、　
一
種
の
文
書
木
簡
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
、
そ
れ
は
背
後
に
文
書
木

簡
の
存
在
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
七
世

紀
前
半
ま
で
文
書
木
簡
の
存
在
を
遡
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

一
方
、
付
札
木
簡
の
使
用
を
考
え
る
際
の
参
考
に
な
る
の
が
、
次
の
記
事
で

あ
る
。
そ
れ
は
大
化
五
年

盆
ハ
四
九
）
三
月
、
右
大
臣
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂

が
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
山
田
寺
で
自
殺
し
た
後
、
そ
の
資
財
を
接
収
し
調

べ
た
と
こ
ろ
、
「資
財
之
中
、
於
好
書
上
、
題
皇
太
子
書
、
於
重
宝
上
、
題
皇

太
子
物
」
３
日
本
書
紀
』
大
化
五
年
三
月
是
月
条
）
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に

は
木
簡
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
書
や
重
宝
の
上
に
、
「皇
太
子

（＝
中
大
兄
皇

子
）
書
」
あ
る
い
は

「皇
太
子
物
」
と
い
う
よ
う
に
所
有
者
の
名
を
記
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
、
収
納
保
管
の
際
の
使
宜
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
付
札
の
用

途
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
物
に
直
接
書
く
か
付
札
に
書

く
か
と
い
う
だ
け
の
相
違
で
あ
り
、
当
時
付
札
木
簡
が
既
に
あ
っ
た
可
能
性
を

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。



ま
た
荷
札
木
簡
に
関
し
て
は
、
任
那
の
調
を
め
ぐ
っ
て
興
味
深
い
出
来
事
が

あ
る
。
そ
れ
は
大
化
元
年
七
月
、
百
済
の
調
の
み
な
ら
ず
任
那
の
調
を
も
進
上

し
て
き
た
百
済
の
使
者
に
対
し
て
、
「任
那
所
出
物
者
、
天
皇
之
所
明
覧
、
夫

自
今
以
後
、
可
具
題
国
与
所
出
調
」
と
の
詔
を
出
し
た
こ
と
で
あ
る

（『日
本
書

紀
』
大
化
元
年
七
月
丙
子
条
）。
こ
こ
に
書
く
よ
う
に
命
じ
た
国
名
と
調
の
内
容

と
は
、
調
物
に
付
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
に
書
か
れ
て
い
た
か
、

荷
札
に
書
か
れ
て
い
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
荷
札

木
簡
が
当
時
存
在
し
た
可
能
性
は
大
き
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
木
簡
の
使
用
は
律
令
制
の
成
立
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
拡
大
し

た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
七
世
紀
に
も
多
用
さ
れ
、
さ
ら
に
七
世
紀
前
半
に

お
け
る
木
簡
の
存
在
お
よ
び

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
か
ら
し
て
も
、
使
用
開
始

が
そ
れ
よ
り
古
く
に
遡
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
一　
七
世
紀

の
文
書
木
簡
の
内
容
と
文
書
様
式

本
章
以
下
で
は
具
体
的
に
七
世
紀
の
木
簡
を
取
り
上
げ
て
、
前
章
で
指
摘
し

た
よ
う
な
問
題
の
い
く
つ
か
に
追
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
文
書
木
簡
に
つ
い

て
、
そ
の
記
載
内
容
と
文
書
様
式
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

１
　
文
書
木
簡
の
内
容

七
世
紀
の
文
書
木
簡
に
記
さ
れ
た
内
容
を
調
べ
て
い
く
と
、
い
く
つ
か
の
特

徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第

一
に
、
記
録
木
簡
が
多
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
く
つ
か
例

を
あ
げ
る
。

明
日
香
村

・
飛
鳥
池
遺
跡

ω
・
×
月
対
日
智
調
師
入
坐
糸
汁
六
斤
半

・
又
十

一
月
十
二
日
糸
十
斤
出

受
申
□
□

（∞∞⇔）・（］∞）・∞　
〇∞〕
（『飛
』　
一一（当一

七
世
紀
末
の
木
簡
で
あ
る
。
こ
れ
は
某
月
三
十
日
と
十

一
月
二
十
二
日
の
分

が
残
る
が
、
糸
の
出
納
に
関
す
る
記
録
木
簡
で
あ
る
。

浜
松
市

・
伊
場
遺
跡

②

・
潤
辛
と
□
巳
年
正
月
生
十
日
柴
江
五
十
戸
人
　
若
口
日
□

」
□
□
［
　
　
　
　
〔倭
と

］
三
百
汁
東
若
□
部
□
回

（］∞卜
）
・嗚Φ
・∞

０

・
「己
丑
年
人
月
放
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ壱
（『木
簡
選
し

。
「
一
亭
刀
エ‐
三
百
汁
□

（μ碑Φ
）
。（］
Φ
）
・釦

常
Φ
令
木
簡
選
し

こ
れ
ら
は
具
体
的
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
前
者
は
稲
に
関
わ
る
も
の

で
、
そ
の
多
さ
か
ら
す
る
と
荷
札
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
記
録
で
あ
ろ
う
。
後

者
も
や
は
り
そ
の
分
量
の
多
さ
か
ら
、
記
録
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

更
埴
市

・
屋
代
遺
跡
群

ω

。
「戊
戊
年
人
月
十
日

・
「

〔オ
ヵ
〕
　

　

〔大
万
十
ヵ
〕

酒
人
部
□
荒
馬
□
東
酒
人
部
□
□
□
束

宍
部
□
□
□
□

□
□
部
□
人
部

酒
人
部
〔□掴
咽
と
ハ人
部
万
呂
」

伽
馴
あ
ギ
ト
　
舘
μ
３
屋
代
」
―

〓
こ
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こ
れ
は
完
形
で
あ
り
、
成
戊
年

全
ハ
九
八
）
八
月
二
十
日
に
お
け
る
複
数
の

人
物
の
、
お
そ
ら
く
は
稲
の
出
納
に
関
わ
る
記
録
で
あ
る
。

徳
島
市

・
観
音
寺
遺
跡

働
　
「波
（
五
十
戸
税
三
百
□

高
志
五
十
戸
税
三
百
十
四
束
　
佐
井
五
十
戸
税
三
×
」

（懇
じ
六
駕
▼
『　
常
Φ
３
検
討
会
資
料
し

近
時
見
つ
か
り
注
目
さ
れ
た
こ
の
木
簡
は
七
世
紀
後
半
の
も
の
で
あ
る
。
複

数
の
五
十
戸
の
税
を
列
記
し
て
お
り
、
や
は
り
記
録
木
簡
で
あ
る
。
波
（
五
十

戸
は

『
和
名
類
衆
抄
』
に
見
え
る
阿
波
回
名
西
郡
埴
土
郷
、
高
志
五
十
戸
は
同

郡
高
足
郷
に
あ
た
る
が
、
佐
井
五
十
戸
に
相
当
す
る
郷
は
見
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
佐
井
五
十
戸
の
所
在
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が

一
つ
の
評
に
関
わ
る
記
録
か
複

数
の
評
に
ま
た
が
る
も
の
か
は
不
詳
で
あ
る
。

こ
の
他
、
次
の
大
津
市
南
滋
賀
遺
跡
出
上
の
七
世
紀
後
半
の
木
簡
も
、
あ
る

日
付
で
複
数
の
人
名
と
各
人
の
俵
数
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
記
録
で

あ
る
。

甲

で

邸

並

□
下
□
日

□

日

日

日

□

。「＜三〔酔配――□醐醐岬側靱田□田酔田□剛酢嚇醐剛□□

（】
じ
あ
？

　ヽ
需
Φ
Ｓ
研
究
』
一
人
）

こ
の
よ
う
に
記
録
木
簡
は
数
多
く
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の

存
在
を
考
え
る
時
参
考
に
な
る
の
が
、
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
台
座
裏
に

あ
っ
た
墨
書
銘
で
あ
る
。
そ
の
台
座
は
、
も
と
は
建
物
全
扉
の
部
材
で
あ
っ
た

も
の
を
転
用
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
こ
に
あ

っ
た
墨
書
銘
も
扉
に
書
か
れ
て
い
た

（７
）

も

の
で
あ

る
。

「留
録
分
七
段

書
屋

一
段

尻
官
三
段
　
御
支
□
三
段
」

「幸
巳
年
八
月
九
日
作
□
□
□
□
」

「段
」
と
い
う
単
位
か
ら
、
布
の
出
納
に
関
わ
る
表
記
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
こ
の
扉
を
持
つ
建
物
の
中
に
は
布
が
収
納
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
布
の
出
納
に
当
た
っ
て
の
メ
モ
と
し
て
、
こ
の
文
字
は
一屏
の
上
に

書
か
れ
た
と
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
二
番
目
の
墨
書
に
あ
る
幸
巳
年

は
、
六
二

一
年
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
す
で
に
記

録
的
な
書
き
付
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

記
録
木
簡
も
こ
の
墨
書
銘
も
と
も
に
木
に
書
か
れ
、
か
つ
同
じ
機
能
を
果
た
す

も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
基
盤
の
上
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
記
録
木
簡

が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
墨
書
銘
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

＞つ
。次

に
文
書
木
簡
の
内
容
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
上
申
文
書
が
多
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
藤
原
宮
出
土
木
簡
か
ら
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
み
る
。

い

。
「　
　
　
但
鮭
者
速
欲
等
云
□
□

。
「以
上
博
士
御
前
白
　
宮
守
官

　

（騨卜）
（こ
馬

Φ欝

（「藤
』
一―
里
ハё



①

。
「法
忽
師
前
　
小
僧
吾
白
　
啓
者
我
尻
坐
□
止
×

。
「　
　
僧
□
者
　
　
五
百
□

］
駕
お
守
伽　
Ｐ
Ｐ
令
藤
」
一
一十
五
二
五
）

⑦
は

「宮
守
官
」
と
い
う
官
名
か
ら
大
宝
令
以
前
の
可
能
性
が
あ
る
。
①
は

藤
原
宮
造
営
以
前
に
掘
ら
れ
た
南
北
溝
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
伴
出
し
た
木

簡
に
は
壬
午
年

全
ハ
八
一
一
・
癸
未
年

・
甲
申
年
の
紀
年
銘
を
持
つ
も
の
が
あ
る

３
藤
原
」
二
十
五
四
五
・
五
四
四
・
五
三
二
）。

上
申
文
書
に
つ
い
て
は
研
究
も
多
く
行
わ
れ
て
お
崎
訂
述
は
避
け
る
が
、

「○
○
前
白

（申
。
日
こ

と
い
う
形
式
の
文
書
は
藤
原
宮
の
時
代
に
多
く
、
そ

の
後
八
世
紀
な
か
ば
に
至
る
ま
で
見
ら
れ
、
古
様
の
上
申
文
書
の
様
式
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
書
式
に
は
、
貴
人
の
前
に
申
し
上
げ
る
日
頭
の
世
界
が
背
景
に
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
柄
．

こ
う
し
た
上
申
文
書
の
木
簡
が
多
く
あ
る
と
い
う
状
況
の
背
後
に
は
、
対
極

に
あ
る
下
達
文
書
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
滋
賀
県
中
主

町
の
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
次
の
木
簡
が
あ
る
。

⑪

。
「椋
□
伝
之
我
□
往
稲
者
馬
不
得
故
我
者
反
来
之
故
是
汝
卜
部
　
」

。
「自
舟
人
率
而
可
行
也

其
稲
在
処
者
衣
知
評
平
留
五
十
戸
＝

Ｈ

旦

波

博

士

家

」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ
寧

∞
枷
馬

Ｐ

μ

（
『
研

究
』

三

）

以
上
、
七
世
紀
後
半
の
文
書
木
簡
の
内
容
と
し
て
、
記
録
と
上
申
文
書
が
多

い
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
日
本
の
木
簡
は
主
に
官
司

（官

人
）
間
の
上
申

。
下
達
、
お
よ
び
官
司
に
お
け
る
記
録
の
役
割
を
果
た
す
も
の

と
し
て
使
用
が
開
始
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
が
可
能
に
な
ろ
う
。

た
だ
こ
れ
ら
二
つ
の
機
能
の
間
に
は
、
い
さ
さ
か
の
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は

上
申

・
下
達
は
口
頭
で
も
か
な
り
の
程
度
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、

記
録
は
口
頭
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
部
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

木
簡
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
上
申
文
書
の
木
簡
は
、

今
の
と
こ
ろ
天
武
天
皇
十
年
代
以
降
の
も
の

（Ｇ
）
を
遡
る
も
の
は
見
つ
か
っ

て
い
な
い
の
に
対
し
、
記
録
木
簡
は
そ
れ
よ
り
古
い
も
の

（⑤
）
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
木
簡
の
使
用
開
始
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
は
、
記
録
と
い
う
機
能
を

重
視
し
た
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
王
辰
爾
に
船
の
賦
を
数
え
録
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
王

辰
爾
を
船
長
と
し
、
ま
た
船
史
の
姓
を
与
え
た
と
い
う

『
日
本
書
紀
』
欽
明
天

皇
十
四
年
七
月
甲
子
条
の
記
事
が
想
起
さ
れ
る
。
「数
録
」
と
い
う
記
録
の
事

務
を
と
る
こ
と
は
、
政
治
権
力
に
と
っ
て
当
然
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
お
そ
ら
く
木
簡
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
、
今
後
さ
ら

に
古
い
記
録
木
簡
が
出
土
す
る
可
能
性
は
大
き
か
ろ
う
。

但
し
木
簡
だ
け
で
全
て
の
事
務
を
処
理
で
き
た
と
は
考
え
が
た
い
。
例
え
ば

長
屋
王
家
木
簡
中
の
米
飯
支
給
伝
票
に
し
て
も
、
そ
れ
は
個
々
の
支
給
事
例
の

記
録
で
あ
り
、
全
体
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
総
計
し
た
帳
簿
が
別

に
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
続
呼
そ
れ
に
は
木
簡
の
場
合
も
紙
の
場
合
も
あ
ろ
う
が
、

前
者
で
は
記
さ
れ
る
情
報
量
に
限
り
が
あ
り
、
大
量
の
情
報
を
処
理
す
る
に
は

最
終
的
に
は
紙
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ど
の
程
度
紙
が



律令制の成立と木簡

用
い
ら
れ
た
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
人
世
紀
に
お
け
る
事
務
処
理
の
場
合
と
同

じ
く
、
木
簡
は
そ
の
点
で
は
紙
の
補
助
的
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
紙
と

同
等
と
い
う
よ
り

一
段
低
い
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

２
　
文
書
様
式
名

本
節
で
は
七
世
紀
の
文
書
木
簡
に
お
け
る
文
書
様
式
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と

に
す
る
。
そ
こ
で
大
宝
公
式
令
に
規
定
す
る
様
式
名
が
、
ど
の
よ
う
に
木
簡
に

登
場
す
る
か
を
見
る
。
具
体
的
に
は
詔
勅
や
奏
な
ど
を

一
応
除
き
、
官
司
や
官

人
な
ど
の
間
で
や
り
取
り
し
た
解

。
移

・
符

・
牒

・
辞
に
つ
い
て
見
る
。
た
だ

し
明
確
に
七
世
紀
の
も
の
か
ど
う
か
疑
間
の
残
る
木
簡
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た

も
の
も
含
め
て
検
討
す
る
。

ま
ず
解
に
は
藤
原
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑩

。
「卿
等
前
恐
々
謹
解
〔醜
Ｍ
口

。
「卿
ホ
受
給
請
欲
止
申
　
　
　
　
　
　
　
（中ｏｏ）歳
い

〇毬
３
藤
』
一１
６

⑪

　

膳

職

白

主

菓

餅

申

解

解

　

　

　

　

（
ド
φ
ω
）
・
０

５

０
留

令

藤

原

宮

』

十

二

じ

⑩
は

「卿
等
前
」
か
ら
始
ま
り
、
前
節
で
見
た

「○
○
前
白

（申
，
日
こ

の

形
式
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「自

（申
・
日
こ

の
代
わ
り
に

「解
」
を
用
い
て
い
る
が
、
公
式
令
解
式
は

「式
部
省
解
　
申
其
事
」
の
よ
う

に
冒
頭
に
差
出
を
書
い
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
差
出
し
を
書
い
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
古
い
要
素
を
伝
え
る
た
め
、
大
宝
令
よ
り
古
い
可
能
性
が
あ
る
が
、

こ
の
木
簡
が
出
土
し
た
宮
北
面
中
門
北
側
を
東
西
に
流
れ
る
溝
か
ら
は
、
幸
卯

年

全
ハ
九
３

か
ら
大
宝
三
年

（七
〇
一影

ま
で
の
紀
年
銘
木
簡
が
出
土
し
て
お

り
、
明
確
に
当
該
木
簡
が
大
宝
令
以
前
に
属
す
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。

一
方
⑪
の

「白
」
も

「前
白
」
の
伝
統
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「膳
職
」
は
、
大
宝
令
で
は
宮
内
省
被
管
の
大
膳
職
と
内
膳
司
と
に
分
か
れ
る

官
司
で
あ
り
、
ま
た
天
武
天
皇
の
寝
宮
で
紀
真
人
が

「膳
職
事
」
を
謙
し
て
お

り

（『日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
九
月
甲
子
条
）、
古
い
官
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

か
ら
、
⑩
は
浄
御
原
令
制
下
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
次
に
見
え
る

「主
菓
餅
」
は
大
膳
職
に
所
属
す
る
品
官
で
あ
る
こ
と
か
ら

（職
員
令
大
膳
職

条
）、
こ
の
木
簡
は
大
宝
令
制
下
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
残
る
。
ま
た

「申

解
解
」
は
習
書
の
よ
う
で
あ
る
し
、
「白
」
と
の
関
係
も
不
明
確
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ぐ
る
と
、
七
世
紀
に
解
木
簡
が
存
在
す
る
と
は
明
確
に
は

言
え
な
い
現
状
で
あ
る
。

次
に
符
に
は
藤
原
宮
跡
出
上
の
次
の
木
簡
が
あ
る
。

⑫
　
「符
処
々
塞
職
等
受

　
（裏
面
を
含
め
別
筆
部
分
は
省
略
）

含
密
）・駕
・］
ｏ‘
令
藤
』
一―
〓
し

「塞
職
」
は
関
所
の
司
と
み
ら
れ
る
が
、
大
宝
令
に
見
え
な
い
。
そ
し
て
前

述
の

「膳
職
」
や

「兵
庫
職
」
３
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
正
月
乙
卯
条
）
な
ど
と

類
似
す
る
官
司
名
で
あ
る
か
ら
、
大
宝
令
以
前
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
先
述
の
ω
と
同
じ

く
藤
原
宮
北
面
中
門
北
側
の
東
西
溝
で
あ
り
、
出
土
状
況
か
ら
は
七
世
紀
の
も

の
と
は
明
言
で
き
な
い
。

牒
の
例
と
し
て
は
、
滋
賀
県
中
主
町
湯
ノ
部
遺
跡
出
土
木
簡
を
あ
げ
ら
れ
る
。



⑬

。
「丙
子
年
十

一
月
作
文
氾
　
　
　
　
」
（右
側
面
）

〔官
〕

。
「牒
玄
逸
去
二
月
中
□
□
蔭
人

自
従
二
月
已
来
日
日

日
□
養
官
丁

久
蔭
不
潤
□
日
日

日
日
一□
蔭
人
　
」

〔等
利
〕

。
「
次
之
□
□
丁
日
日

口
日
一□
□

壊
及
終
回
□
日
日

日
甲
朴
唱

裁
謹
牒
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　

　

］『卜
・騨］〇
・ぷ

ｏビ
３
湯
ノ
部
し

こ
の
丙
子
年
は
天
武
天
皇
五
年

全
ハ
七
工Ｏ

に
あ
た
り
、
七
世
紀
に

「牒
」

の
語
を
用
い
て
い
る
。
内
容
は
明
確
で
は
な
い
が
、
蔭
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

「牒
云
々
、
謹
牒
」
と
い
う
公
式
令
牒
式
の
書
式
と
も

一
致
し
、
ま
た
牒
は

「内
外
官
人
主
典
以
上
、
録
事
申
牒
諸
司
式
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
、
こ
の

文
書
の
差
出
し
で
あ
る
玄
逸
は
、
何
ら
か
の
官
人
で
あ
る
ら
し
く
符
合
す
る
。

解

。
符

。
牒
木
簡
は
右
の
よ
う
だ
が
、
移
と
辞
の
木
簡
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
公
式
令
に
規
定
す
る
文
書
様
式
名
で
、
確
実

に
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
は
、
⑬
の
牒
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
七
世
紀
に
は
大
宝
令
の
よ
う
な
文
書
様
式
は
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
は
上
申
文
書
が

「○
○
前
白

（申
。
日
こ

と
い
う
様

式
を
と
り
、
解
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

早
川
庄
八
氏
は

「前
白
」
文
書
の
存
在
を
、
浄
御
原
令
制
下
で
は
官
職
と
そ

れ
の
属
す
る
官
司
と
の
関
係
が
曖
味
で
あ
っ
た
状
況
に
対
応
し
た
も
の
と
、
指

摘
さ
れ
て
い
る
煽
）
公
式
令
の
文
書
様
式
の
未
成
立
は
、
官
司
間
の
関
係
が
ま

だ
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も

一
つ
の
要
因
が
あ
ろ
う
。
官
司
間

で
授
受
す
る
解
や
符

。
移
な
ど
は
、
官
司
相
互
の
上
下
な
い
し
平
行
関
係
が
明

確
に
な
っ
て
初
め
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
浄
御
原
令
制
以
前
で
は
、
ま
だ

そ
の
点
で
十
分
に
官
僚
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
文
書
を
用
い
ず
日
頭
で
処
理
さ
れ
る
部
分
が
多
か
っ
た
こ
と
と

も
関
係
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
文
書
様
式
名
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
命
令
を
伝

え
る
場
合
に
、
前
述
の
①
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
出
土
木
簡
の
よ
う
に
、
「汝
ト

部
≡
…
可
行
也
」
な
ど
と
、
直
接
呼
び
か
け
る
よ
う
な
言
葉
が
生
き
て
い
た
。

そ
こ
は
行
な
ど
と
い
う
書
式
名
と
は
無
関
係
な
世
界
で
あ
っ
た
。
七
世
紀
の
文

書
木
簡
は
、
そ
の
よ
う
な
場
で
作
ら
れ
、
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
大
宝
令
の
成
立
に
よ
っ
て
、
統

一
的
な
文
書
様
式
が
強
制
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
文
書
木
簡
の
多
様
な
あ
り
方
と
い
う
も
の
は
、

基
本
的
に
は
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
実
態
と
し
て
は
必

ず
し
も
公
式
令
の
規
定
が
厳
密
に
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
七
世
紀
代
と

は
大
き
く
異
な
る
文
書
様
式
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
⑬
湯
ノ
部
遺
跡
出
土
木
簡
で
は
、
丙
午
年

全
ハ
七
一Ｃ

に

「牒
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
え
る

「作
文
氾
」
の

「氾
」

が

「範

（伯
こ

の
こ
と
と
解
せ
る
な
輻
）

一
定
の
書
式
の
存
在
を
示
す
も
の

と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
先
の
よ
う
に
そ
れ
以
外
の
木
簡
か
ら
は
、
そ
う
し

た
想
定
は
難
し
い
。
⑬
の

「牒
」
の
生
ま
れ
た
文
書
世
界
の
具
体
像
の
解
明
は
、

ま
だ
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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〓
一　
荷
札
木
簡
を
め
ぐ
る
問
題

付
札
あ
る
い
は
荷
札
と
し
て
の
木
簡
は

一
般
的
に
、
古
く
に
さ
か
の
ぼ
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
書
き
付

け
と
任
那
の
調
の
例
を
あ
げ
た
が
、
記
録
木
簡
に
類
す
る
事
例
と
し
た
法
隆
寺

釈
迦
三
尊
像
の
台
座
銘
も
、
布
と
み
ら
れ
る
物
資
の
出
納
を
留
県
分
や
書
屋
な

ど
と
分
類
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
納
に
あ
た
っ
て
付
札
が
付
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
租
庸
調
成
立
以
前
で
も
、
貢
献
物
で
あ
る
ツ
キ
の
制
は
古

く
か
ら
あ
り
、
そ
こ
に
荷
札
が
付
け
ら
れ
て
い
た
蓋
然
性
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
付
札

・
荷
札
は
長
い
歴
史
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

税
の
荷
札
を
取
り
上
げ
、
そ
の
地
名
表
記
と
書
式
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

１
　
荷
札
木
簡
の
地
名
表
記

七
世
紀
に
お
け
る
荷
札
木
簡
の
地
名
表
記
に
は
、
「国
―
評
―
里
」
と
い
う

も
の
と

「評
十
五
十
戸
」
と
い
う
二
種
類
の
表
記
が
あ
り
、
前
者
の
方
が
新
し

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
前
者
の
表
記
を
と
る
も
の
の
う
ち
最
古

の
も
の
は
、
千
支
に
よ
れ
ば
次
の
癸
未
年

盆
ハ
人
三
＝
天
武
天
皇
十
二
年
）
の
も

の
で
あ
る
。

⑭

　
癸
未
年
七
月
臣
嗣
以
野
評
剛
跡
阻

　
（岸６Φ）
・解

∞

ａ
Φ
３
藤
と

一十
五
四
∪

〔阿
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
〔米
ヵ
〕

そ
れ
に
対
し
て
後
者
に
は
、
国
名
と
年
紀
の
表
記
は
な
い
と
い
う
の
が

一
般

的
な
特
徴
で
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
た
だ
し
明
日
香
村
の
飛
鳥
池
遺
跡

か
ら
は
次
の
よ
う
な
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

ω
　
「
＜
丁
丑
年
十
二
月
次
米
三
野
日
加
跡
締

十
久
酔
御
牝
十
戸
人
＜
」

岸ヽ
⇔
・∞
伴
・卜　
　
〇
∞
牌　
（『基本』
　
一　
一一一）

こ
れ
も
口
と
同
じ
く
三
野
国
の
荷
札
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ

「
五
十
戸
」

の
荷
札
木
簡
で
年
紀
と
国
名
を
記
す
唯

一
の
例
で
あ
る
。
丁
丑
年
は
天
武
天
皇

六
年

全
ハ
七
七
）
に
あ
た
る
。

さ
て
、
二
つ
の
地
名
表
記
法
の
違
い
か
ら
は
、
Ａ

「
五
十
戸
」
か
ら

「里
」

へ
の
変
化
、
Ｂ
国
の
成
立
時
期
、
Ｃ
干
支
年
紀
表
記
の
有
無
と
い
う
三
つ
の
間

題
が
導
き
出
せ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

Ａ
　

「
五
十
戸
」
か
ら

「里
」
へ
の
変
化

「
五
十
戸
」
表
記
は
、
右
の
よ
う
に
荷
札
木
簡
で
は
⑮
の
天
武
六
年
の
年
紀

が
確
認
で
き
る
が
、
荷
札
以
外
の
木
簡
で
は
先
に
記
録
木
簡
の
例
と
し
て
あ
げ

た
②
伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
の
幸
巳
年
Ｈ
天
武
十
年
が
最
も
時
期
が
下
る
。
そ
れ

に
対
し

「里
」
の
最
古
の
木
簡
は
⑭
の
天
武
天
皇
十
二
年
で
あ
る
か
ら
、
「
五

十
戸
」
か
ら

「里
」
へ
は
、
天
武
十
年
か
ら
同
十
二
年
の
間
に
変
化
し
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
浄
御
原
令
の
先
行
施
行
に
よ
る
と
い
う
鬼
頭
清
明

氏
の
指
摘
が
妥
当
で
あ
ろ
靖
暗
浄
御
原
令
は
天
武
天
皇
十
年
二
月
か
ら
編
纂
を

開
始
し

（天
武
紀
十
年
二
月
甲
子
条
）、
持
統
天
皇
三
年

（六
八
九
）
六
月
に
施
行

さ
れ
て
い
る

（持
統
紀
三
年
六
月
庚
戊
条
）。
ま
だ
編
纂
途
中
の
浄
御
原
令
の
内



容
の

一
部
を
先
取
り
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ｂ
　
国
の
成
立
時
期

律
令
制
的
な
国
の
名
が
木
簡
に
見
え
る
の
は
先
の
よ
う
に
、
ω
の
天
武
天
皇

六
年
が
最
古
で
あ
る
。
し
か
し
国
の
成
立
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
。
た
と
え
ば
天

武
紀
元

全
ハ七
一
し
年
六
月
丙
戊
条
に

「吉
備
国
守
」
、
同
丁
亥
条
に

「尾
張
国

司
守
」
、
同
年
七
月
辛
亥
条
に

「以
西
諸
国
司
等
」
な
ど
が
見
え
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
国
司
が
明
確
に
郡

（評
）
司
を
統
括
し

た
こ
と
は
見
え
な
い
。

そ
れ
に
対
し
国
―
郡

（評
）
の
上
下
関
係
が
明
確
に
な
る
の
は
、
天
武
紀
四

年
十
月
庚
寅
条
の

「相
模
国
言
、
高
倉
郡
女
人
生
三
男
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
高

倉
郡
で
の
出
来
事
を
相
模
国
が
報
告
し
て
い
る
の
は
、
郡

（評
）
の
上
に
国
が

立
つ
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
天

武
紀
五
年
四
月
己
未
条

「詔
美
濃
国
司
日
、
在
幅
杵
郡
紀
臣
訂
佐
麻
呂
之
子
遷

東
国
、
即
為
其
国
之
百
姓
」
も
国
―
郡

（評
）
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
す
る
と
天
武
初
年
に
国
―
郡

（評
）
関
係
が
成
立
し
た
か
の
よ
う

で
あ
る
が
、
同
様
の
表
現
は
天
智
紀
以
前
に
も
あ
り
、
す
ぐ
に
そ
こ
を
画
期
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
天
智
即
位
前
紀
是
年
条
に
は
、
「播
磨
国

司
岸
田
臣
麻
呂
等
、
献
宝
剣
言
、
於
狭
夜
郡
人
禾
田
穴
内
獲
焉
」
と
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

だ
が
、
国
―
郡

（評
）
関
係
の
上
で
は
、
天
武
天
皇
十
年
代
は
新
し
い
動
き

が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
の

「里
」
制
の
成
立
か
ら
は

一
歩
遅
れ

て
、
天
武
天
皇
十
二
年

全
ハ
仝
こ

か
ら
十
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
伊
勢
王

ら
に
よ
る
国
境
画
定
作
業
で
あ
る

（天
武
紀
十
二
年
十
二
月
丙
寅
条
・
同
十
三
年
十

月
辛
巳
条
。
同
十
四
年
十
月
己
丑
類
≡

そ
し
て
十
四
年
九
月
に
は

「巡
察
国
司

・

郡
司
及
百
姓
之
消
息
」
を
任
務
と
す
る
東
海

・
東
山

・
山
陽

・
山
陰

。
南
海

・

筑
紫
使
者
が
任
命
さ
れ
て
い
る

（天
武
紀
十
四
年
九
月
戊
午
条
）。
さ
ら
に
同
年

十

一
月
に
は

「大
角

・
小
角
、
鼓
吹
幡
旗
、
及
弩
勉
之
類
、
不
応
存
私
家
、
成

収
子
郡
家
」
と
い
う
内
容
の
詔
が
四
方
国
あ
て
に
出
さ
れ
た

（天
武
天
皇
紀
十

四
年
十
一
月
丙
午
条
）。
こ
れ
ら
は
国
司

・
郡

（評
）
司
関
係
を
監
察
す
る
と
と

も
に
、
国
司
が
兵
器
の
集
中
を
通
じ
て
郡

（評
）
家
へ
も
権
限
を
有
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
動
き
を
総
合
す
れ
ば
、
こ
の
頃
す
な
わ
ち
天
武
天
皇
十
年
代
に
各

国
の
範
囲
の
画
定
と
と
も
に
、
国

（司
）
―
郡

（評
）
（司
）
の
関
係
が
明
確
に

規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
朱
蔦
元
年

全
ハ
人
一◇

九
月
の
、
天
武
天
皇
の
寝
宮
に
お
け
る
謀
の
中
に

「諸
国
司
事
」
が
あ
る
こ
と

も

（朱
鳥
元
年
九
月
丙
寅
条
）、
国
司
制
度
の

一
応
の
確
立
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
天
武
紀
十
三

（一ハ
八
四
）
年
十

一
月
庚
戌
条
の

「土
左
国
司
言
、
大

潮
高
騰
、
海
水
瓢
蕩
、
由
是
、
運
調
船
多
放
失
焉
」
と
い
う
記
事
は
、
国
司
が

運
調
に
責
任
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
、
そ
れ
は
国
―
郡

（評
）
関
係
の
明

確
化
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
天
武
天
皇
十
年
代
の

一
連
の
動
き
と
、
荷
札
木
簡
に
お
い
て

「国

―
評
―
里
」
と
い
う
形
で
国
名
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
は
、
表
裏

328
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一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
　
干
支
年
紀
の
表
記
の
有
無

「評
十
五
十
戸
」
木
簡
に
は
、
国
名
と
と
も
に
干
支
年
紀
の
表
記
は
な
い
と

い
う
の
が
、　
一
般
的
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

「国
―
評
―
里
」
木
簡
に
は

干
支
年
紀
を
書
く
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
荷
札
へ
の
干
支
表
記
は
、
や
は

り
里
制
の
成
立
な
い
し
は
国
制
の
確
立
と
と
も
に
始
ま
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
年
紀
の
有
無
は
、
こ
う
し
た
地
方
行
政
機
構
の
成
立
と
直
接

関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
編
纂
中
の
浄
御

原
令
に
お
け
る
何
ら
か
の
規
定
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
、
「
五
十
戸
」
で
あ
り
な
が
ら
千
支
年
紀
を
記
す
⑮
飛
鳥
池
遺
跡

出
土
木
簡
は
、
例
外
と
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
国
名
を
記
す
と

い
う
点
で
も
他
の

「
五
十
戸
」
荷
札
木
簡
に
類
例
が
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
以

前
か
ら
あ
る
、
干
支
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
文
書
の
書
式
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
は
類
例
の
出
土
を
待
つ
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

２
　
荷
札
木
簡
の
表
記

次
に
荷
札
木
簡
の
表
記
の
問
題
に
移
り
た
い
。

Ａ

荷
札
木
簡
表
記
の
起
源

荷
札
木
簡
の
表
記
は
、
賦
役
令
調
皆
随
近
条
の

「几
調
皆
随
近
合
成
、
絹
絶

布
両
頭
、
及
絲
綿
嚢
、
具
注
国
郡
里
戸
主
姓
名
年
月
日
、
各
以
国
印
印
之
」
に

準
じ
た
も
の
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
絹

・
絶
な
ど
繊

維
製
品
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
物
品
の
荷
札
を
規
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。
か
つ
戸
主
の
名
ま
で
し
か
記
載
し
な
い
と
い
う
点
で
も
、
多
く
の

荷
札
と
異
な
る
。
な
お
こ
の
条
文
に
基
づ
く
と
み
ら
れ
る
の
が
、
正
倉
院
に
残

（巧
）

る
調

。
庸
布
の
墨
書
銘
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
ら
に
も
戸
主
に
と
ど
ま
ら
ず
貢
進

者
の
戸
口
名
ま
で
記
す
も
の
も
あ
り
、
こ
の
点
は
荷
札
と
共
通
す
る
。
し
か
し

調

・
庸
布
に
は
必
ず
年
月
の
記
載
が
あ
る
が
、
七
世
紀
の

「
五
十
戸
」
荷
札
木

簡
に
は
前
述
の
よ
う
に
年
紀
記
載
は
な
い
。
さ
ら
に
賦
役
令
に
規
定
は
な
い
が
、

調

。
庸
布
に
は
法
量

・
専
当
国
郡
司
名
ま
で
記
す
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
七

世
紀
の
荷
札
に
は
そ
れ
ら
は
な
く
、
八
世
紀
の
も
の
に
も
少
な
い
。
こ
の
よ
う

に
条
文
そ
の
も
の
、
及
び
調

・
庸
布
の
墨
書
銘
と
の
比
較
か
ら
し
て
も
、
荷
札

木
簡
の
表
記
が
賦
役
令
の
条
文
に
準
拠
す
る
と
は
、　
一
概
に
言
い
が
た
い
点
が

残
る
。

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
野
治
之
氏
が
文
書
に
お
け
る
千
支
の
冒
頭

表
記
に
、
中
国
六
朝
時
代
頃
の
書
状
な
い
し
文
書
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
公
式
令
辞
式

（個
人
か
ら
の
上
申
文
書
）
は
、
次
の
よ

う
に
年
月
日
が
冒
頭
に
来
る
が
、
そ
れ
は
中
国
の
影
響
を
伝
え
る
も
の
と
い
う

の
で
あ
る
。

年
月
日
位
姓
名
辞

此
謂
雑
任
初
位
以
上
、
若
庶
人
称
本
属

其
事
云
云
、
謹
辞

右
内
外
雑
任
以
下
、
申
牒
諸
司
式
、
若
有
人
物
名
数
者
、
件
人
物
於
云

一ム
一副

こ
の
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
荷
札
の
中
に
も
辞
式
の
よ
う
な
文
書
の
書
式



を
淵
源
と
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
公
式
令
で
は
庶
人
が
申
す

書
式
は
辞
式
の
み
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
と
庶
人
な
ら
、
「年
月
日

・
本

属

・
姓
名

・
辞

・
物

・
其
事
云
々
。
謹
辞
」
と
な
る
。
こ
れ
は

「
二
十
戸
」
木

簡
に
は
年
紀
記
載
は
な
い
が
、
そ
れ
以
後
は

「年
月
日

・
本
属

・
姓
名

・
物
」

と
書
き
並
べ
る
七
世
紀
の
荷
札
の
書
式
に
類
似
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で

「辞
式
の
よ
う
な
文
書
の
書
式
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
辞
式

そ
の
も
の
が
淵
源
に
な
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
先
に
述
べ
た
よ

う
に

「辞
」
の
例
は
木
簡

・
紙
を
通
じ
て
見
つ
か
っ
て
な
く
、
そ
れ
が

一
般
的

に
使
わ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
始
め
か
ら
賦
役
令

に
よ
る
と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
文
書
に
も
源
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
荷
札
木
簡
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
文
書
的
な
書
式

を
採
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

∽
　
「
＜
上
総
国
安
房
郡
白
浜
郷
戸
主
日
下
部
床
万
呂
戸
白
髪
部
嶋
＝

＝
輸
腹
調
陸
斤
疹
稀
盤
七
年
十
月
＜
」

獣
■
Ｎ
・卜

ｏ出

３
平
』

一
―
一一一三
七
）

ω

。
「
＜
周
防
国
吉
敷
郡
神
埼
郷
戸
主
阿
曇
五
百
万
呂
回
同
部
」

。
「
＜
□
麻
呂
進
上
調
塩

一
キ
天
平
十
七
年
九
月
八
日
　
　
」

毬
？
Ｎ
あ
　
ｏ駕

３
平
』

一
十
一二
一九
）

⑭
　
「
＜
紀
伊
国
元
漏
郡
進
上
御
贄
磯
鯛
八
升
＜
」

μ認
・囀
嵐

ｏ解

３
平
』
二
十
一
一二
八
五
）

こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
い
ず
れ
も
平
城
宮
跡
出
上
の
人
世
紀
の
も
の
で
あ
る
。

藤
原
宮
か
ら
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
⑩
と
同
じ
溝

か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
七
世
紀
に
属
す
る
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑩

　

「
進

上

年

魚

大

贄

」
　

　

　

　

　

　

Ｐ
⇔
∞
・
（
］
〇
）
あ

常

Φ

（
『
藤
』

一
十

一
人
Ｏ

こ
れ
ら
は
単
に
地
名

。
人
名

。
税
目

・
品
目

・
分
量

。
年
月
日
と
い
う
荷
札

の

一
般
的
な
書
式
で
は
な
く
、
「輸
」
「進
上
」
と
い
う
貢
進
を
示
す
動
詞
を
含

ん
で
お
り
、
文
書
的
な
書
式
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
書
式
を
採
る
荷
札
は
⑬

や
⑩
の
よ
う
に
贄
に
多
崎
．
し
か
し
⑭
的
に
示
し
た
よ
う
に
、
数
は
少
な
い
が

調
に
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
七
世
紀
の
確
実
な
類
例
は

見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
存
在
し
た
可
能
性
は
十
分
あ
ろ
う
。

た
だ
し
賦
役
令
の
書
式
に
よ
る
調

・
庸
布
に
も
、
相
模

・
下
総

・
常
陸
国
の

も
の
に

「輸
調
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
文
書
的
書

式
と
言
え
る
の
か
問
題
は
残
る
。
し
か
し
荷
札
木
街
の
書
式
の
淵
源
と
し
て
、

賦
役
令
の
規
定
だ
け
で
な
く
、
進
上
を
伝
え
る
文
書
の
書
式
も
あ
る
可
能
性
を

追
究
す
る
と
い
う
、
複
限
的
視
点
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ｂ
　
荷
札
書
式
の
国
別
特
徴

荷
札
木
簡
の
書
式
は
、
ど
れ
も
ほ
ぼ
似
て
い
る
が
、
国
に
よ
っ
て
や
や
異
な

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
国
に
特
有
の
書
式
を
採
る
も
の
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
場
合
、
国
郡

（評
）
名
が
欠
失
し
て
い

て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
国
の
も
の
か
、
あ
る
程
度
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
国
別
特
徴
は
、
古
く
に
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ



律令制の成立と木簡

と
を
述
べ
て
み
た
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
若
狭
国
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
。
飛
鳥
京
跡
か
ら
出

土
し
た
同
国
の
荷
札
木
簡
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一⑬
　
「
＜
〓
ラ
を
計
鮮
締
ψ
瓶
耕
一
ザ
斗
赫
理
対
釦
〔＜
」
　

Ｐ器
島
■
頓　
ｏ雷

（『研
究
』
一
八
）

． 囲
　
「
＜
畔
コ
五
十
二
戸
薪
艤
弊
人黒
〔れ
帯
一
升
二
屯
『
＜
」
　

Ｐ認
馬
彎
枷　
ｏ解

（『研
究
」
一
人
）

こ
れ
ら
二
点
の
木
簡
は
、
そ
の
型
式
が
共
通
し
法
量
も
酷
似
し
て
お
り
、　
一

つ
の
規
格
の
下
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
は

『和
名
類
衆
抄
』
の
三
方
郡

三
方
郷
、
例
は
遠
敷
郡
野
里
郷
に
あ
た
る
。
い
の
特
徴
は
五
十
戸

（里
）
名
以

下
を
割
書
き
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
例
は
二
十
戸

（里
）
ま
で
は

一
行
に

書
き
、
人
名
以
下
を
割
書
き
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
記
の
途
中

か
ら
割
書
き
に
す
る
の
は
、
若
狭
の
荷
札
木
簡
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

で
も
ま
た
評
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
表
記
の
類
例
を
、
人
世
紀
の
荷
札
に
も
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。
④
の
類
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

． 側
　
Ｆ
二
す
鈴
黙
断
肺
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
じ
馬
？
］

自
Φ
令
藤
原
宮
』
十
三
五
）

の
冨
醍
酢
即
範
師
ヵ耐
酷
騨
‰
ψ配
□
」＜

］
儲
六
秘
Ｙ
卜
　
寓
Ｐ
Ｓ
平
』

一
十
四
五
四
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
三
方
郡
の
荷
札
で
あ
る
が
、
郡
名
ま
で
を

一
行
に
書
き
、

里
以
下
を
割
書
き
に
し
て
い
る
点
で
、
い
の
表
記
と
共
通
す
続
¨
ま
た
次
の
二

点
は
遠
敷
郡
に
属
す
る
働
の
類
例
で
あ
る
。

例
．

「小
全
Ｔ
生
里
嶽
樽
糾
糾
五
一口
」
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ島
島
∵
釦　
畠
Ｐ
Ｓ
城
』
一
一
し

曼
戸
ヵ
〕

一釣
　
Ｆ
込
動
禁
留
順
郷
纏
納
権
判
娑
キ
」
　
　
　
　
　
　
　
岸認
・誤
。『　
ｏ盟

３
城
』
一
九
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
遠
敷
郡
の
も
の
で
あ
り
、
里

（郷
）
名
ま
で
を
中
央
に

書
き
、
そ
れ
以
下
を
割
書
き
に
す
る
点
で
、
や
は
り
い
に
類
似
す
る
。

も
っ
と
も
三
方
郡
の
荷
札
に
も

一四
　
Ｆ
二
方
鍮
梁
４
美
獄
常
ｒ
打
里
一別
や
世
幹
人
」

Ｎ自
・ド
・卜　
ａ
Ｐ
Ｓ
平
』
一―
四
二
四
）

の
よ
う
に
側
の
書
式
を
採
り
、
遠
敷
郡
の
荷
札
に
も

切

。
「
＜
若
狭
国
遠
敷
郡
莉
螂
対
甦
調
三
斗
＜
」

。
「
＜
　
　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
＜
」
Ｐむ
馬
？
卜　
畠
岸
３
平
』
一十
三
四
七
）

の
よ
う
に
い
の
書
式
を
採
る
も
の
が
あ
り
、
必
ず
し
も
三
方
郡
は
い
、
遠
敷
郡

は
側
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
遠
敷
郡
は
い
の
書
式
の
ほ
う

が
多
い
。
ま
た
両
郡
と
も
割
書
き
に
し
な
い
荷
札
も
あ
る
。
し
か
し
と
に
か
く

若
狭
で
は
割
書
き
に
す
る
荷
札
の
割
合
が
高
い
と
い
う
傾
向
は
、
七
、
人
世
紀

を
通
じ
て
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
尾
張
で
は
、
七
世
紀
の
荷
札
に
評
名
ま
で
を
表
に
書
き
、
里
名
以
下
を

裏
に
書
く
も
の
が
あ
る
が
、
人
世
紀
で
も
人
名
以
下
を
裏
に
書
く
荷
札
が
多
く
、

表
裏
と
も
用
い
る
と
い
う
書
式
は
長
く
続
く
。



こ
の
よ
う
に
七
世
紀
に
属
す
る
古
い
荷
札
木
簡
の
国
ご
と
の
、
さ
ら
に
は
あ

る
場
合
に
は
評
ご
と
の
書
式
が
、
そ
の
後
も
長
く
踏
襲
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
律
令
制
的
税
制
の
成
立
当
初
、
荷
札
を

付
け
て
中
央
に
調
庸
な
ど
を
貢
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
用
い
ら
れ
た
書
式

が
、
そ
の
後
に
与
え
た
影
響
に
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

十ふ
ｎゝ／。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
国

・
郡

（評
）
ご
と
の
書
式
の
違
い
が
何
故

生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
追
究
す
べ
き
問
題
と
な
る
。
籍
帳
の
記

載
様
式
に
お
い
て
、
道
制
と
の
関
連
が
議
論
さ
れ
て
い
る
煽
）
そ
う
し
た
こ
と

と
も
か
ら
め
て
、
荷
札
木
簡
の
書
式
の
多
様
性
の
起
源
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

律
令
制
の
成
立
と
木
簡
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
七
世
紀
の
文
書
木
簡
と
荷

札
木
簡
を
取
り
上
げ
て
、
い
く
つ
か
の
論
点
か
ら
見
て
き
た
。
し
か
し

「は
じ

め
に
」
で
も
書
い
た
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
当
該
時
期
の
木
簡
を
用
い
た
研
究
は

困
難
で
あ
り
、
十
分
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
課
題
の
指
摘
に
終

わ
っ
た
点
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
飛
鳥
池
遺
跡
を
は
じ
め
、
七
世
紀
の
木
簡
の
出
土
事
例
は
確
実
に
増

加
し
て
い
る
。
今
後
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
課
題
に
対
す
る
見
通
し
も
よ
り
明

る
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
に
期
待
し
て
摺
筆
し
た
い
。

岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
（岩
波
書
店
　
一
九
八

八
年
、
初
出
は

一
九
八
〇
年
）
二
三
四
頁
。

岸
俊
男
注
（
１
）
前
掲
論
文
。

松
嶋
順
正
編

『正
倉
院
賓
物
銘
文
集
成
』
釜
口
川
弘
文
館
　
一
九
七
八
年
）
。

．
ガ
符
篠
）
文
田
里
　
鰺
詑
辞
加
之
」

。
「各
家
客
等
之
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　

］示
・毬
嵐
　
ｏ解

３
木
簡
研
究
』
一
四
）

『飛
』
は
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概

報
』
の
こ
と
。
本
稿
で
用
い
る
出
典
の
略
号
を
記
し
て
お
く
。
『城
』
＝
同

『平

城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
、
『藤
』
＝
同

『藤
原
宮
木
簡
』
、
『平
』
＝
同

『平
城
宮
木
簡
』
、
『藤
原
宮
』
＝
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
』
、
『研
究
』
＝

木
簡
学
会

『木
簡
研
究
』
、
『木
簡
選
』
＝
同

『
日
本
古
代
木
簡
選
』
、
『屋
代
』
＝

側
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
、
『検
討
会

資
料
』
＝
側
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
検
討
会
資

料
』
全

九
九
八
年
七
月
二
六
日
）
、
『湯
ノ
部
』
＝
滋
賀
県
教
育
委
員
会

・
卸
滋

賀
県
文
化
財
保
護
協
会

『湯
ノ
部
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ｉ
』
。
な
お
出
典

・
号

数
の
下
の
数
字
は
木
簡
番
号
。

名
西
郡
は
も
と
名
方
郡
が
寛
平
八
年
九
月
五
日
に
東
西
に
分
か
れ
て
で
き
た
郡

で
あ
る

（『類
衆
三
代
格
』
昌
泰
元
年
七
月
十
七
日
太
政
官
符
）
。

こ
の
墨
書
に
つ
い
て
は
、
舘
野
和
己

「法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
台
座
か
ら
見

つ
か
っ
た
墨
書
銘
」
『伊
珂
留
我
』

一
五

（
一
九
九
四
年
）
参
照
。

東
野
治
之

「木
簡
に
現
わ
れ
た

『某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ

い
て
」
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
（塙
書
一房
　
一
九
八
三
年
）
、
早
川
庄
八

「公

式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
『
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
』
Ω
口
川
弘
文
館
　
一
九
九

七
年
、
初
出
は

一
九
八
五
年
）
な
ど
。

お

わ

り

に

¢ ?σ  ↑注（
５

）

（
６

）
7

（
８

）
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早
川
庄
八
注
（
８
）
前
掲
論
文
。

渡
辺
晃
宏

「長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家
政
機
関
」
『奈
良
古
代
史
論
集
』
二

（真
陽
社
　
一
九
九

一
年
）
、
森
公
章

「長
屋
王
家
木
簡
三
題
」
「木
簡
研
究
』

一

人

（
一
九
九
六
年
）
。

早
川
庄
八
注
（
８
）
前
掲
論
文
。

滋
賀
県
教
育
委
員
会

・
財
団
法
人
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

『湯
ノ
部
遺
跡
発

掘
調
査
報
告
書
Ｉ
』
第
五
章

「
六
七
六
年
の
牒
の
木
簡
」
（山
尾
幸
久
氏
執
筆
）

（
一
九
九
五
年
）
。

鬼
頭
清
明

『律
令
国
家
と
農
民
』
（塙
書
房
　
一
九
七
九
年
）
第

一
部
第
三
章
。

鐘
江
宏
之

「
『国
』
制
の
成
立
」
『
日
本
律
令
制
論
集
』
上

（吉
川
弘
文
館
　
一

九
九
三
年
）
参
照
。

松
嶋
順
正
編
注
（
３
）前
掲
書
。

東
野
治
之
注
（
８
）前
掲
論
文
。

次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
ら
れ
る
。

「
＜
阿
波
国
進
上
御
贄
若
海
藻
壱
籠
板
野
郡
牟
屋
海
＜
」

μ３
・Ｐや
ω　
畠
騨
⇔
平
」
一―
四
〇
三
）

。
「
＜
丹
波
国

進
上
若
海
藻

」

。
「
＜
天
平
七
年
三
月
十
五
日
」
　
　
　
　
　
　
　
μ践
・ぷ
嵐

ｏ駕

ら
城
』
≡

じ

「
＜
伯
者
国
進
上
屈
賀
若
海
藻
御
贄
＜
」
　

　

　

Ｐ濯
。導
ヽ

ｏ黎

３
城
』
二

●

「
＜
因
幡
国
進
上
鮮
鮭
　
御
贄
壱
隻
　
雄
栖
　
天
平
八
年
十
月
＜
」

時需
・］守
⇔　
需
四
令
城
」
二
四
）

こ
れ
ら
を
含
め
贄
の
荷
札
は
、
国

・
郡
な
ど
の
行
政
機
関
が
進
上
す
る
形
式
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
そ
の
た
め
通
常
の
荷
札
と
は
異
な
る
書
式
が
採
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
つヽ
。

（
・８
）

七
世
紀
に
も
次
の
よ
う
な
類
例
が
あ
る
。

Ｆ
一
〓
理
計
紺
柚
鶴
岬
理
憮
ｒ
聖

す
対
」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

μ
駕

高
ド

∞
　
３

μ

ら
飛
』

六
）

（
・９
）

七
世
紀
の
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

。
「
＜
辛
卯
年
十
月
尾
治
国
知
多
評
」

。
「
＜
入
家
里
神
部
身
□
□
　
　
　
」
　

　

］騨∞
・繋
～

ｏ駕

令
藤
』
一―

〓
全
◇

一
方
八
世
紀
の
荷
札
で
は
、
次
の
よ
う
に
里

（郷

・
里
）
ま
で
を
表
に
、
人
名

以
下
を
裏
に
書
く
も
の
が
多
い
。

。
「尾
治
国
海
郡
嶋
里
人
」

。
「海
連
赤
麻
呂
米
六
斗
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ置
・鴬
あ

ｏ翼

会
城
』
一
〇
）

。
「
＜
尾
張
国
仲
嶋
郡
牧
沼
郷
新
居
里
＜
」

・
「
＜
□
部
広
嶋
白
米
五
斗
五
月

一
日
＜
」
　

　

　

μ客
・Ｎ
よ

ｏ曽

３
城
」
三
〇

ど
こ
で
表
裏
を
分
け
る
か
は
異
な
る
が
、
二
面
を
用
い
て
い
る
例
と
い
う
点
で

は
共
通
す
る
。

（
２０
）

平
川
南

「古
代
の
籍
帳
と
道
制
」
『九
州
史
学
』

一
一
六

（
一
九
九
六
年
）
。

（付
記
）本
稿
は
長
野
特
別
研
究
集
会
で
の
報
告
を
文
章
化
し
た
も
の
だ
が
、
そ
０
後
新

た
な
木
簡
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
引
用
し
た
木
簡
の

一
部
は
改
め

た
。

律令制の成立と木簡
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